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第１章 一般事項 

 

（目的） 

第１条 この水準書は、渋川市上下水道局（以下「発注者」という。）が発注する渋

川市上下水道営業関連業務委託（以下「業務委託」という。）について必要な事項

を定めるものである。 

 受注者は、本水準書及び水準書細目を基本とし、独自の創意工夫を加え、業務を

円滑かつ適切に実施することとする。 

 

（法令等の遵守義務） 

第２条 受注者は、業務委託の遂行にあたり水道法（昭和３２年法律第１７７号）

及び下水道法（昭和３３年法律第７９号）その他関係法令に定めるもののほか、渋

川市水道事業給水条例（平成１８年渋川市条例第２３６号）（以下「給水条例」と

いう。）、渋川市下水道条例（平成１８年渋川市条例第２２５号）、渋川市下水道事

業受益者負担に関する条例（平成１８年渋川市条例第２２６号）、渋川市汚水処理

施設条例（平成１８年渋川市条例第２２７号）、渋川市農業集落排水処理施設条例

（平成１８年渋川市条例第２２８号）、渋川市農業集落排水事業受益者分担金徴収

条例（平成１８年渋川市条例第２２９号）、渋川市個別処理浄化槽条例（平成１８

年渋川市条例第２３０号）及びその他関係規則、規程等を遵守しなければならない。 

 

（業務委託の区域） 

第３条 業務委託の区域は、渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条

例（平成１８年渋川市条例第２３５号）第３条第２項及び３項に定める給排水区域

とする。ただし、発注者が必要と認めるときは、給排水区域外における業務を行わ

せることができる。 

 

（履行期間等） 

第４条 履行期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。 

２ 契約の締結日から委託期間開始日の前日までの期間は、準備期間とする。 

 

（事前準備等） 

第５条 契約の締結後、２週間以内に発注者と打合せを行うものとし、打合せ後２

週間以内に業務開始までの予定表を作成し、提出するものとする。 

２ 受注者は、予定表提出後、適宜業務遂行方法等の打合せを発注者及び現受注者

と行うものとし、業務が円滑に引き継がれるようにしなければならない。 

３ 受注者は、準備期間中に業務の引継ぎ、業務従事者への教育及び研修を完了さ
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せ、業務開始に支障をきたさない体制を整えるものとする。引継ぎは、業務委託着

手時に予定している人員を実際に配置し、実施するものとし、引継開始時に業務従 

事者名簿（要業務経歴記載）及び緊急時の体制表（連絡網）を提出するものとする。 

 なお、引継ぎ等にかかる費用は、受注者が負担するものとする。 

 

（業務委託の範囲） 

第６条 業務委託の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 

１ 水道関連業務 

（１）受付業務 

（２）開閉栓業務 

（３）検針業務 

（４）調定業務 

（５）収納業務 

（６）滞納整理業務 

（７）漏水減免取扱業務 

（８）水道用及び下水道用の量水器交換補助業務 

（９）給水関連業務 

（10）給水台帳整備業務 

（11）その他前各号に附随する事務 

２ 下水道関連業務 

（１）受付業務 

（２）排水設備工事監理業務 

（３）収納業務 

（４）公共下水道排水設備指定工事店に係る受付等業務 

（５）水洗便所改造資金申請に係る受付等業務 

（６）水洗化戸別訪問 

（７）受益者負担金業務 

（８）その他前各号に附随する事務 

 

（事務所の設置） 

第７条 受注者は、渋川市役所第二庁舎（以下「第二庁舎」という。）の上下水道局

執務室内の、発注者が指定する場所に事務所を置き、業務を行うものとする。 

 

（業務時間） 

第８条 業務時間は、原則午前８時３０分から午後５時１５分までとし、市役所閉

庁日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に
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規定する休日及び１２月２９日から１月３日）は、休業日とする。ただし、次の各

号に掲げる日（以下「特別日」という。）については、この限りではなく、業務時間

外であっても受付業務等を行うものとする。 

（１）給水停止執行日の午後８時まで 

（２）発注者が指定する平日延長窓口実施曜日（週１回）の午後７時まで 

（３）年末年始の休業日における初日と２日目の午前８時３０分から午後５時１５ 

分まで 

（４）年度末の最終日曜日と年度初めの第一日曜日の午前８時３０分から午後５時 

１５分まで 

２ 検針業務については、定例検針の日程によるものとする。 

３ 滞納整理業務等必要がある場合は、受注者において前項の業務時間外に業務を

履行できるものとする。 

 

（業務従事者） 

第９条 受注者は、自己の責任において、委託業務に従事する者（以下「委託業務

従事者」という。）を確保するものとする。 

２ 委託業務従事者に欠員や欠席が出た場合に、同等の能力及び経験を有する人員

を迅速かつ柔軟に補完できること。 

３ 委託業務従事者の増員及び補完については、受注者が募集し採用すること。 

４ 受注者は、委託業務従事者全員の名簿を作成し、速やかに発注者に提出するこ

と。委託業務従事者に異動があった場合も同様とする。 

 

（身分証明書） 

第１０条 受注者から委託業務従事者名簿が提出された後、名簿に基づき身分証明

書を発行するものとする。 

２ 委託業務従事者は、委託業務に従事するときは、常に携帯し、提示請求があっ

たときは、これを提示しなければならない。 

３ 委託業務従事者に変更があったときは、前条により委託業務従事者名簿を提出

するとともに、身分証明書の追加発行を受けるものとする。 

 また、委託業務従事者がその職を離れたときは、速やかに身分証明書を回収し、

発注者へ返却しなければならない。 

 

（業務責任者） 

第１１条 受注者は、委託業務を適切に管理運営するために、委託業務従事者の中

から業務責任者及び業務副責任者を選任しなければならない。 

２ 業務責任者は、５年以上の業務実施経験を有し、かつ業務責任者経験を有する
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者を選任しなければならない。ただし、現受注者が継続して業務を行う場合は、こ

の限りでない。 

３ 業務責任者及び業務副責任者は、受注者と直接雇用関係を有しているものであ

り、契約の内容を十分理解しておかなければならない。 

４ 業務責任者は、委託業務全般について一切の管理を行い、委託業務の実施及び

運営を行わなければならない。業務副責任者は、業務責任者を補佐するものとする。 

 

（業務体制） 

第１２条 受注者は、業務を安定して履行するため、業務責任者１人のほかに、次

の各号に掲げる１８人以上の人員配置を行うものとする。 

（１）渋川（北）、渋川（南）、伊香保・小野上、子持、赤城、北橘の６地区のほか

給水関連業務及び下水道関連業務にそれぞれ担当者１人以上の社員を配置すること

とし、担当者を発注者に報告すること。 

（２）事務員は、１０人以上配置すること。ただし、受付窓口は３か所となるため、

料金関係と給水関係の窓口に２人以上、下水道関係の窓口に２人以上の事務員を常

時配置すること。 

２ 営業日の正午から午後１時までの時間帯については、電話対応、窓口対応等の

通常業務に支障がないよう十分に配慮し、必要に応じて業務体制の変更等により委

託業務を履行すること。 

３ 受注者は、夜間や休日の営業時間外についても確実に連絡がとれるよう、体制

を整えるものとする。 

４ 受注者は、確実に業務を履行するため、業務委託開始から最低４か月間は、通 

 常の委託業務従事者のほか、業務に精通する経験者３人以上を常時配置し、応援 

体制を確保しなければならない。ただし、現受注者が継続して業務を行う場合は、

この限りでない。 

 

（業務引継） 

第１３条 受注者は、業務委託の期間が終了する日（令和１２年３月３１日）、又

は契約が解除されたときは、業務委託終了日までの発注者が指定する期間に、発注

者又は発注者が指定する者に、委託業務に関する全ての事務及び情報を無償で引き

継がなければならない。 

 

（届出義務） 

第１４条 次に該当する事項は、直ちに発注者へ届け出なければならない。 

（１）受注者の名称及び代表者又は所在地に変更があったとき。 

（２）前号に定めるもののほか、委託業務の履行上必要があると認められるとき。 
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（金品等の収受の禁止） 

第１５条 受注者は、委託業務の履行に関連して、水道及び下水道使用者（以下「使

用者」という。）から委託業務の履行に係る使用料等以外の金品、その他のものを

授受してはならない。ただし、熱中症等生命の危機に係る対処等については、除く

ものとする。 

 

第２章 業務委託の内容 

 

（業務の実施） 

第１６条 受注者は、業務委託の実施方法、業務委託の内容、その他必要な事項を

定めた水準書細目に基づき、業務を遂行するものとする。 

 なお、水準書等に明示されていない事項であっても、業務の性質上関連した業務

については、受注金額の範囲内として履行するものとする。 

２ 委託業務量及び月次スケジュールは、別表１のとおりとする。 

 

（電算システムの使用） 

第１７条 業務委託の履行にあたり、発注者が用意する水道料金調定システム、水

道情報管理業務システム、下水道受益者負担金システム（e-SUITE）及び下水道台帳

システム（ハードウェア及びソフトウェア）を使用するものとする。 

２ 業務責任者は、電算システム使用に関し、各行政センター職員及び業務従事者

の運用補助を行い、年度末、年度初め等必要に応じ、職員個別ＩＤやパスワード、

認証設定等の変更を行うものとする。 

 なお、業務責任者には管理専用ＩＤ及びパスワードを貸与するが、ＩＤ及びパス

ワードの管理は、特段の注意を払い、第三者に貸与及び開示等してはならない。 

 

（料金等徴収の努力） 

第１８条 受注者は、当該年度調定に係る収納率が前年同月時における収納率を下

回ることのないよう努めなければならない。 

 

（経費負担区分） 

第１９条 業務委託における経費負担区分は、別表２のとおりとする。 

 

（業務報告会及び検査） 

第２０条 発注者及び受注者は、月次の業務報告会を行うものとする。 

 なお、諸般の事情により開催できない場合は、報告書の提出のみとする。 
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２ 発注者は、必要に応じて委託業務の履行状況について検査ができるものとする。 

また、受注者は、検査に必要な書類等の提出を求められたときは、速やかに提出し

なければならない。 

 

第３章 受注者の義務 

 

（留意事項） 

第２１条 委託業務の実施のため、私有地に立ち入る際は、相手の所有物を損壊し

ないよう細心の注意を払わなければならない。 

 なお、委託業務の実施に伴い、受注者の責により第三者等に損害を与えたときは、

これを賠償しなければならない。 

 

（報告義務） 

第２２条 委託業務の実施中において、次の各号に掲げる事項を発見したときは、

速やかに発注者へ報告しなければならない。 

（１）給水条例及び渋川市水道事業給水条例施行規程（令和２年上下水道事業管理 

規程第１５号）（以下「給水条例施行規程」という。）等に違反する行為 

（２）下水道条例及び渋川市下水道条例施行規程（令和２年上下水道事業管理  

規程第１７号）（以下「下水道条例施行規程」という。）等に違反する行為 

（３）量水器等の故障又は破損等 

（４）公道上における漏水 

（５）無届けでの施工が疑われる排水設備工事 

（６）マンホール等の破損 

（７）その他、報告の必要があると認められるとき 

 

（守秘義務） 

第２３条 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）業務の実施に際して知り得た事項は、第三者に一切漏らしてはならない。  

  また、この契約が終了又は解除された後についても同様とする。 

（２）水道料金調定システム、水道情報管理業務システム、下水道受益者負担金シ

ステム（e-SUITE）及び下水道台帳システムに入力されている情報及びこの契約を

実施するために用いた資料並びにその他結果等について、発注者の許可なく第三

者に転写、複写、閲覧又は貸出等を行ってはならない。 

（３）業務委託完了後は、発注者が指定した保管を要するとされたものを除き、情 

報又は資料を抹消、焼却及び切断等、再生使用不可能な方法により処分しなけれ 

ばならない。 
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（４）業務において、個人情報を取り扱うため、漏洩、滅失、損壊等することのな 

いよう十分注意を払わなければならない。 

  また、情報漏洩を確認した際には、直ちに必要な措置を講ずるとともに、状況 

を速やかに発注者へ報告しなければならない。 

２ 違反により発生した損害について、受注者が全ての損害責任を負うものとする。 

 

第４章 委託料の支払い 

 

（委託料） 

第２４条 業務委託料は、契約金額を等分して毎月支払うものとする。金額は、千

円単位とし、千円未満の端数については、各年度の最終支払い時に加えるものとす

る。 

２ 受注者は、月毎の業務終了後、業務完了報告書に１か月分の委託料請求書を添

えて請求するものとする。 

３ 発注者は、月毎の業務完了報告書に基づき業務の履行を確認し、請求書を受理

した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

第５章 その他 

 

（再委託の禁止） 

第２５条 再委託は、原則として禁止とする。ただし、協議の上、発注者が認めた

場合については、この限りでない。 

 

（緊急災害時等の対応） 

第２６条 受注者は、水道施設及び下水道施設等に関連する事故及び災害発生時に

おいて、渋川市業務継続計画に基づく行動をサポートできるよう、体制を整備する

こと。 

 

（福祉行政への協力） 

第２７条 受注者は、渋川市高齢者等あんしん見守りネットワークに協力すること。 

 

（その他） 

第２８条 この水準書に定めのない事項については、別途必要に応じ協議して定め

るものとする。ただし、緊急を要する場合は、発注者の指示によるものとする。 
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水準書細目 

 

第１章 水道関連業務 

１ 受付業務 

 

１ 受付業務 

 使用者から、次の各号に掲げる届出があったときは、給水条例及び給水条例施行

規程の規定に基づき受付をすること。ただし、休日窓口等の特別日については、（

１）から（５）及び（８）とする。 

（１）水道等の使用開始（開栓）及び中止（閉栓）の届出 

（２）使用者の氏名及び住所変更の届出 

（３）支払変更の届出 

（４）水道料金減免申請書 

（５）口座振替依頼書 

（６）水道料金納入証明書 

（７）水道使用証明書 

（８）その他 

２ 電算入力事務 

（１）届出を受理したときは、速やかに水道料金調定システムへ入力処理を行うこ

と。 

（２）給水装置の新設・改造・撤去、量水器交換、所有者変更、栓種変更及び下水

道の新規使用開始等についても、水道料金調定システムへ入力処理を行うこと。 

（３）水道料金調定システムへの入力後は、翌営業日に入力確認表で入力確認を行

い、申請書と確認表を一体で保管すること。ただし、給水業務に附随する入力に

関しては、この限りではないものとする。 

（４）下水道の固定認定値変更については、別途、発注者からの指示のもと行うも

のとする。 

（５）受注者は、下水道を新規に接続した水栓について、発注者が作成した一覧表

に定例検針の指針、下水道使用量、金額等の必要情報を記載のうえ、水道料金調

定システムへ入力処理を行うものとする。 

  必要情報を記載した一覧表は、発注者へ提出するものとする。 

３ 還付金支払い業務 

（１）水道料金及び下水道使用料等（以下「水道料金等」という。）の窓口現金還

付は、受注者が一旦還付金を立替え、窓口受領者の身分証の写し及び署名捺印さ

れた受領書を発注者へ提出するものとする。 

（２）受注者が立替えた還付金は、発注者から受注者へ月末締めにて返戻するもの
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とする。 

（３）還付手続きに遅延が出ている対象者については、必要がある場合は、市外で

あっても訪問等を行い、年度繰越とならないよう努めなければならない。 

 

 

２ 開閉栓業務 

 

１ 開栓業務（開始届けの取扱い） 

（１）発注者が水道等の使用開始届を受け付けたときは、受注者に指示し、また、

受注者が受け付けたときは、受注者において、使用者が希望する使用開始日に使

用可能な状態にすること。 

（２）受注者は水道等の使用開始を受け付けた際に、自己開栓希望か現地での立ち

合いによる開栓を希望かを必ず聴取のうえ、聴取結果を申請書に記録として記載

するものとする。なお、自己開栓希望の場合は、現地へ案内通知を投函すること

とし、投函した旨を申請書に記載するものとする。 

（３）現地での立会いによる開栓は、事前に現地の状況を確認・把握したうえで開

栓作業に臨むものとする。また、自己開栓に関しては、使用開始の前日までに、

現地で通水確認を行い、直結バルブ、量水器の位置、開栓方法を記した自己開栓

案内通知を投函のうえ再度、閉栓しておくものとする。なお、開栓作業を行った

際は、直結バルブ、量水器、指針を写真撮影し、後日でも状況が確認できるよう

料金システムの対象水栓へ画像を保存（記録）しておくものとする。 

（４）無断（無届）使用については、受注者の対応内容を記した状況報告書を作成

し、発注者の承認後に「無断使用による停水執行予告通知」を現地に投函するも

のとする。その後、申請がなければ「無断使用による停水の執行該当報告書」を

作成し、発注者の承認後に給水を停止するものとする。 

  なお、使用者から申請がされた後は、速やかに給水を再開すること。 

２ 閉栓業務（中止届の取扱い） 

（１）発注者が水道等の使用中止届を受け付けたときは、受注者に指示し、また、

受注者が受け付けたときは、受注者において中止指針を確認し、使用者に対し精

算分料金等の請求をするものとする。 

（２）中止届による量水器の閉栓方法は、各地区別に次のとおりとする。 

 

地区名 条件・期間等 閉栓方法 

渋 川 

 

入居の可能性がないと判断した物件

（一戸建て等） 

量水器撤去 
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貸家住宅 閉栓キャップ止めし、 

メーター片外し 

その他 直結バルブ止め 

伊香保 全期 量水器撤去 

小野上 

 

全期 閉栓キャップ止めし、 

メーター片外し 

子 持 

 

 

入居の可能性がないと判断した物件

（一戸建て等） 

量水器撤去 

 

その他 直結バルブ止め 

赤 城 全期 閉栓キャップ止めし、 

メーター片外し 

北 橘 全期 閉栓キャップ止めし、 

メーター片外し 

 ＊量水器を撤去した場合は、一次側と二次側にプラグ止めを行うものとする。 

 ＊閉栓作業を行った際は、直結バルブ、量水器、指針を写真撮影し、後日でも状

況が確認できるよう水道料金調定システムの対象水栓へ画像を保存（記録）し

ておくものとする。 

 

 

 

３ 検針業務 

 

１ 定例検針 

（１）定例検針は、偶数月検針区域と奇数月検針区域を隔月交互に実施することと

し、区域内に設置されている量水器を必ず確認するものとする。ただし、休止水

栓又はそれに準ずる水栓、特段の理由により検針によらず使用水量を算出してい

る水栓については、この限りでない。 

 ア 偶数月検針区域：渋川（南）、伊香保、小野上、北橘 

 イ 奇数月検針区域：渋川（北）、子持、赤城 

（２）休止水栓の定例検針の実施については、次のとおりとする。 

 

地区名 定例検針 

渋 川 実施 

伊香保 なし 

小野上 実施 
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子 持 実施 

赤 城 なし 

北 橘 なし 

  

（３）定例検針は、給水区域内を１０３に分けた「検針区」を単位として行うもの

とする。 

  なお、検針に使用するハンディターミナル（以下、「ＨＨＴ」という。）は、

発注者が用意し、指定の用紙を使用するものとする。 

（４）検針区には、通常に検針を行う地区のほか、特別な理由により、特に業務に

精通している者が検針に当たる必要のある水栓をまとめた特別検針区があり、内

訳は、次のとおりとする。 

 

地区名 検針区数 内、特別検針区数 

渋 川   ５２ ２（「北地区大口・特別」、「南地区大口・特別」） 

伊香保   １２ ３（「大口」、「特別・温泉汚水」、「白銀の湯」） 

小野上    １ ０（なし） 

子 持   １１ ３（「大口」、「特別」、「子持地区井戸隣接メーター」） 

赤 城   １０ １（「大口・特別」） 

北 橘   １７ １（「大口・特別」） 

合 計  １０３ １０ 

 

（５）各用途に応じて設置された下水道用の量水器の検針についても、同様の検針

を行うものとする。ただし、温泉汚水と白銀の湯の検針については、この限りで

はない。 

２ 定例検針の日程 

（１）定例検針の実施の際は、前月２５日を目安に検針予定を明記した「月間業務

日程表」を作成し、発注者の承認を得なければならない。 

  また、承認後は、各行政センター用の「月間業務日程表」を作成し、業務責任

者が各行政センターを訪問の上、直接担当者に説明しなければならない。 

（２）検針予定は、毎月１日から１３日までの間に検針が終了するよう作成するも

のとし、水道料金等の算定日を明記しなければならない。 

３ 検針作業 

（１）受注者は、「水道料金等のお知らせ」の通信欄に表示する文言の有無を確認

した後、前月最終営業日に最新の水栓情報を反映させた検針情報を作成し、検針

員に、検針データを手渡ししなければならない。 
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（２）定例検針は、ＨＨＴを用いて実施するものとする。 

（３）下水道用の量水器が設置されている水栓については、水道用の量水器の指針

値の読み取り前に必ず指針値を読み取りＨＨＴに入力するものとする。 

  なお、下水道用の量水器の指針値に異常があった場合については、当該水栓の

検針作業の一切を即時中断し、発注者に報告するものとする。 

（４）検針結果は、「水道料金等のお知らせ」により、使用者に通知するものとす

る。 

（５）「水道料金等のお知らせ」は、原則、現地投函とする。何らかの事情により

投函できない場合や、使用者から希望があった場合については、指定の送付先に

郵送等により料金確定日の３営業日前迄に送達するものとする。 

  なお、郵送にあたって受注者は、上下水道局から同日中に郵送する全ての郵便

物を集計し、上下水道局の個別発送をするものとする。 

（６）「水道料金等のお知らせ」は、使用者から不要の申し出があった場合につい

ては、「水道料金等のお知らせ（検針票）送付停止依頼」を取り交わし、発注者

へ提出し承認を得た後に、送達しないものとする。 

４ 疑義確認 

（１）検針中又は検針後において使用水量の異常を発見したときは、その原因を調

査し、結果に基づいて処理しなければならない。 

（２）受注者は、参考メーターの使用水量を確認するため、個別メーターを合算し

た水量と参考メーターの水量の差異を計算し、異常水量の確認を行うものとする。

異常を発見した場合は、発注者に報告するものとする。 

５ 使用水量の認定 

 使用水量の認定をするときは、給水条例施行規程第２３条の規定に基づき処理す

るものとする。ただし、給水条例施行規程により難い場合は、発注者の指示により

処理するものとする。 

 なお、量水器に疑義不信がある場合は、速やかに量水器の交換をした後、発注者

に報告し指示を受けて処理するものとする。 

６ 案内通知配布 

 受注者は、年に１度、発注者が定めた市民への通知を、検針時に検針票と同様の

配布を行うものとする。 

 

 

４ 調定業務 

 

１ 水道料金等の算定 

（１）定例検針実施後、使用水量を確定したときは、給水条例、渋川市下水道条
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例、渋川市汚水処理施設条例、渋川市農業集落排水処理施設条例、渋川市個別処

理浄化槽条例の規定に基づき水道料金等を算定するものとする。 

（２）算定に際し、受注者は、次に揚げる帳票を作成し、算定前確認を行うものと

し、発注者へ提出又は保管しなければならない。 

 ア 調定漏れチェック（未検針一覧表） 

 イ 調定チェック（新規使用量有り） 

 ウ 調定チェック（休止中使用量有り） 

 エ 調定チェック（５００ｔ以上） 

 オ 調定チェック（１０００ｔ以上） 

 カ 当月調定請求書発行一覧 

 キ 請求済該当者一覧表 

 ク 配水系統一覧表 

（３）マスターエラー確認業務 

 ア 受注者は、調定前にマスター区分エラーのリストを作成し、全てのエラー確  

認を行うものとする。 

 イ 上記アの場合において、エラーを発見した場合は、原因を特定して修正を行  

い、調査結果を発注者に報告するものとする。 

 ウ マスター区分の整合性がとれるまでは、調定更新は、行わないものとする。 

２ 算定資料の提出 

 水道料金等を算定したときは、別紙１「料金等算定関係作成資料一覧」に掲げる

資料を作成し、速やかに発注者へ提出しなければならない。 

 

 

５ 収納業務 

 

１ 収納業務の内容 

 収納業務は、次のとおりとする。 

（１）第二庁舎における窓口収納 

 ア 水道料金等 

 イ 水道加入金 

 ウ 給水装置工事手数料 

 エ 指定給水装置工事事業者指定手数料 

 オ 指定給水装置工事事業者更新手数料 

 カ 指定給水装置工事事業者証再交付手数料 

 キ 私設消火栓立会手数料 

 ク 弁償金 
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 ケ その他、証明手数料、コピー代等 

（２）集金による収納 

（３）口座振替（自動払込）による収納 

（４）出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関による窓口収納 

（５）コンビニ収納 

（６）現金書留収納 

（７）収納金の納入 

（８）その他（小切手等の収納） 

２ 各種通知書等の検品・発送等 

（１）受注者は、収納業務に当たり、次に掲げる通知書等が予定表に基づき指定期

日に納入されるため、発送の手続きをしなければならない。 

 ア 納入通知書 

 イ 督促状 

 ウ 口座振替不能者への案内通知 

（２）納入された「納入通知書」等については、検品を行い、引き抜き、複数契約

者の取りまとめ等を行い発送すること。 

  なお、検品の結果、誤字、棄損等により送付に適さない成果品が見つかった場

合は、入力情報の確認・修正の後、再発行を行うと共に、発注者に適宜報告を行

うものとする。 

（３）専用紙は、受注者が在庫管理し、適切なタイミングで発注者に発注を依頼す

るものとする。 

３ 郵送物管理 

 「納入通知書」を一括発送する日は、上下水道局の郵送物を含めた「後納郵便差

出依頼表」作成し、発注者へ提出すること。 

なお、郵送にあたって受注者は、上下水道局から同日中に郵送する全ての郵便物

を集計し、上下水道局の個別発送をするものとする。 

４ 納入通知書の送付等 

（１）定例検針に係る「納入通知書」を作成したときは、当該検針月の最終営業日

までに使用者に送付しなければならない。 

（２）使用中止による随時検針に係る「納入通知書」については、中止処理後速や

かに使用者に送付するものとする。 

  なお、納入期限については、中止日がその月の調定確定日より前であれば同月

の定例検針による「納入通知書」と同様とし、調定確定日以降であれば翌月の定

例検針による「納入通知書」と同様とする。 

（３）送付した「納入通知書」があて先不明等により返送された場合には、返送理

由を確認し、必要に応じ発注者が転居状況等の調査を行い、使用者に再送付又は
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直接現地に投函等の対応を行うものとする。 

（４）口座振替に係る伝送用データの作成については、「月間業務日程表」の日程

により作成するものとし、データ伝送日程は、「水道料金等口座振替用データ受

渡日程表」によるものとする。 

  なお、「水道料金等口座振替用データ受渡日程表」は、毎年２月に次年度分を

作成し、発注者の承認後に各金融機関に配布するものとする。 

（５）口座振替に係るデータ授受は、データ伝送によるものとし、発注者の承認後、 

該当の金融機関に送信するものとする。 

  なお、データ伝送後「伝送データ確認書」を該当の金融機関へ送付するものと

する。 

５ 水道料金等の収納 

（１）集金又は「納入通知書」による納入者に対し、口座振替への変更を促し、口

座振替の推進に努めるものとする。 

（２）集金による現金受取時は、通し番号入りの「現金預かり書」を作成し、納入

者へ渡すこととする。 

（３）受注者は、「現金預かり書」の管理記録簿を、必ず年度ごとに作成するもの

とする。 

  また、管理記録簿は、通し番号、使用日、使用者、金額及び収納処理を明記す

るものとし、「現金預かり書」の控え原本を併せて管理し、発注者から請求があ

った場合には、直ちに確認が出来るようにするものとする。 

  なお、書き損じた場合も、管理記録簿に併せて保管するものとする。ただし、

「納入通知書」に併せて保管している場合を除くものとする。 

（４）受注者は、別段及び普通口座への送金管理を含め、取り扱った全ての現金と、

水道料金調定システムで行った収納処理の相互を管理するものとし、経理上必要

な場合は、即時提出するものとする。 

（５）口座振替の収納は、請求金額と件数、振替金額と件数、振替不能金額と件数

を「金融機関別引落集計表」で、口座割引については、「口座割引状況集計表」

で集計しなければならない。 

（６）口座割引は、割引件数と割引金額、それによって変更となる消費税及び地方

消費税を提出しなければならない。 

（７）ゆうちょ銀行の口座振替は、小切手で出納取扱金融機関へ振替をすることと

する。 

（８）口座振替で納入された料金が、全て出納取扱金融機関へ収納された後は、入

金消込み業務と同様に処理するものとする。 

（９）期末に「口座振替集計表」を作成し、振替手数料を算出する資料を提出しな

ければならない。 



19 

 

（１０）水道料金等を納入期限内に納入しない者（以下「滞納者」という。）に対

し、納入期限内の納入を指導するなど、未収金が生じないよう努めなければなら

ない。 

６ 特殊事情による集金 

 集金による収納について、発注者が指定する使用者については、毎週第１営業日

の午前１０時から正午までの間に集金を行うものとする。 

７ 収納した水道料金等の納入 

（１）収納した水道料金等は、翌日までに出納取扱金融機関へ納入しなければなら

ない。ただし、収納日が金融機関の休業日の前日の場合は、その日以後において

、最も近い金融機関の営業日までに納入するものとする。 

（２）納入に際しては、出納取扱金融機関発行の「預り証（取引先用）」と「預金

入金票」を作成し、別段口座へ納入するものとする。 

  また、「調定依頼票」を作成した場合は、給水装置工事手数料用の入金伝票を

作成して普通口座へ納入しなければならない。 

（３）小切手を受取った場合には、「小切手預り管理表」に記録し、期日管理をす

るものとする。 

  また、先日付小切手は、記載期日まで受注者が管理し、記載期日に「預金入金

票」を作成し、別段口座へ納入するものとする。 

（４）収納した水道料金等は、「収納入力確認表」により、速やかに発注者へ報告

するものとする。 

８ 入金消込み業務 

（１）収納した水道料金等は、消込み処理を行い、収納日ごとの「消込み結果集計

表」等の帳票を作成するものとする。納入した水道料金等は、翌日正午までに振

替を行うため、「預金払戻請求書」と次の伝票を作成し、発注者の承認後、出納

取扱金融機関へ持参しなければならない。 

 ア 上水道 

   水道事業会計 

 イ 下水道（各地区毎に、現年分・過年分の２枚を作成） 

 （ア）公共下水道使用料（渋川、伊香保、北橘） 

 （イ）特定環境保全公共下水道使用料（渋川、伊香保、小野上、子持、北橘） 

 （ウ）農業集落排水施設使用料（渋川、子持、赤城、北橘） 

 （エ）個別処理浄化槽使用料（特排）（小野上、子持） 

 （オ）個別処理浄化槽使用料（個排）（小野上、赤城） 

 （カ）汚水処理施設使用料（金井住宅団地、三原田住宅団地） 

（２）上記（１）の規定に基づき実施した１か月分の入金消込み状況を月計表等の

帳票により、翌月初めに発注者へ提出するものとする。 
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  なお、この際、収納日ごとの「消込み結果集計表」と「収納入力確認表」、営

業外収益の入金を含めた「調定依頼票」で「水道事業会計出納日計」の受入と支

払、本日残高を発注者へ提出するものとする。 

９ 収納した水道料金等の振替 

（１）収納した水道料金等の振替とは、別段口座に納入した水道料金等を、水道事

業会計、下水道事業特別会計等の各料金区分と地区毎の伝票に分けて、それぞれ

の普通口座へ振り替えることをいう。 

（２）振替を行った水道料金等については、「別段預金払い戻し一覧表」で月間の

振替を管理し、翌月２０日までに詳細報告を行うものとする。 

（３）受注者は、前年度の収納振替の総表を４月１５日までに発注者に報告するも

のとする。 

（４）受注者は、４月の第３週と第４週の閉庁日に、発注者の振替集計値との差異

箇所を解析し、その結果を５月の第１週に発注者へ報告するものとする。ただし、

発注者による振替詳細については、この限りではない。 

１０ 収納金の口座入金管理業務 

 受注者は、金融機関から市の口座へ振り込まれる水道料金等の収納状況を管理し、

入金がない場合は、発注者へ報告するものとする。 

１１ 渋川市資金前渡職員口座で一括管理されている水栓の情報提供業務 

 受注者は、渋川市資金前渡職員口座で一括管理されている水栓について、使用量の

増減、休止や開始などの利用状況を各担当課へ報告するものとする。 

１２ 重複納入等の処理 

（１）水道料金等が重複して納入された場合又は賦課誤謬及び漏水等により調定を

減じた水道料金等が調定額を超えて納入された場合（以下「重複納入等」という。）

は、直ちに「還付請求書」を作成し、消込エラーリスト又は「収納済通知書」の

コピーに重複になるまでの経緯を添え、発注者へ報告するものとする。 

  なお、未納等により充当処理が可能な場合には、還付せずに充当処理を行うも

のとする。ただし、関連する各処理に問題が発生する等の場合には、双方協議の

うえ処理方法を決定するものとする。 

（２）受注者は、重複納入等の還付充当を常に明らかにしておかなければならない

ため、手続が完了に至る状況を「還付充当者一覧表」として作成するものとする。 

（３）重複納入等の還付充当を行った場合は、必ず還付充当に伴う電算の処理を同

月内に行うものとする。 

（４）水道料金等が重複して納入された場合及び漏水により調定を減じたが、納入

額が調定額を超えた場合以外の重複納入等については、報告書を作成し、発注者

の承諾を得た後に、重複納入等の処理を行うものとし、「還付者一覧表」に加え

て「調定増減一覧表」を作成し、発注者へ提出するものとする。 
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  重複納入等は、調定額と異なった金額が納入された状況など、特殊な事情に対

処する必要があるため、詳細な記録を行い、特段の注意をもってその処理を行わ

なければならない。 

（５）収入減が伴う重複納入等の処理については、水道料金調定システムと公営企

業会計システムを照合するため、「月別収入減一覧表」で管理するものとする。       

「月別収入減一覧表」の作成においては、日別の金額の変更を記録した別の一

覧表を作成し、その基礎資料とするものとする。 

１３ 口座振替不能者への対応 

 口座振替不能者のうち口座の再振替が可能な者については、口座の再振替が可能

である旨を記した通知に、支払いを催告する通知を同封して送付するものとする。 

 

 

６ 滞納整理業務 

 

１ 督促状等の発送 

（１）「督促状」は、「納入通知書」の納期限後１４日以内に発送しなければなら

ない。 

（２）「督促状」を発送するときは、その都度発送者のリストを作成するとともに、   

事前に発注者へ報告し、「月間業務日程表」で発送日の承諾を得るものとする。 

（３）受注者は、発送する「督促状」について、内容の証明として、発行日と発送

日、納入期限等が記載された詳細と送付サンプルを一体で発注者へ提出又は保管

しなければならない。 

２ 発注者への報告 

（１）毎月水道料金等の滞納者一覧表等を、発注者へ提出するものとする。 

  また、この水道料金等の早期収納に努めなければならない。 

（２）発注者への報告は、別紙２「滞納整理関係作成資料一覧」に掲げる資料を作

成し、提出するものとする。 

３ 滞納整理の実施方法 

（１）滞納整理業務は、次に掲げるいずれかを対象者へ通知するものとする。 

 ア 停水予告通知 

 イ 未納通知 

 ウ お知らせ通知 

（２）滞納整理業務については、業務委託契約日以降の納入期限の水道料金等が未

納になったものから履行するものとする。ただし、同一使用者で業務委託契約日

以前から継続して未納となっているものがあるときは、併せて履行するものとす

る。 
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４ 停水執行 

（１）停水執行を行う場合は、対象となる者を抽出した次に掲げるリストを作成し、

その都度発注者へ提出し承諾を得るものとする。 

 ア 不履行該当者一覧表（納入期限日版） 

 イ 停水執行者総一覧表 

 ウ 停水該当者一覧表 

 エ 停水該当者回覧用一覧 

 オ 停水執行者一覧表 

 カ 宿直者用執行者一覧 

 キ 不履行該当者一覧表 

 ク 不履行該当者回覧用一覧 

 ケ 不履行執行者一覧表 

（２）停水執行時は、発注者が同行するものとする。 

（３）停水執行を行った際は、必ず「給水停止執行通知」を現地に投函するものと

する。 

（４）停水執行日は、午後８時まで庁内で待機するものとする。 

  また、それ以降についても緊急時に備えた体制をとるものとする。 

（５）停水執行を解除した場合は、発注者へ報告するものとする。 

５ 水道料金等の分割納入 

（１）滞納者から、その納入すべき水道料金等を分割して納入したい旨の申出を受

けた場合は、過去の支払状況等より可否を決めるものとする。 

（２）分割納入に係る水道料金等が納入期限までに完納されるよう、その滞納者に

対して適宜指導、催告を行うものとする。 

６ 特別滞納整理の管理業務 

 受注者は、対象データの抽出、内容の確認、訪問する班の編成、通知の作成、領

収印の準備、訪問スケジュールの管理を行うものとする。訪問後は、水道料金調定

システムへ対応結果を入力するものとする。 

７ 不納欠損処理業務 

（１）受注者は、不納欠損の対象者を抽出し、欠損事由調査、水道料金調定システ

ムへの事由入力、結果集計、対象者の報告、水道料金調定システムでの欠損処理

を行うものとする。 

（２）不納欠損に関する起案と決裁は、発注者にて行うものとする。 

８ 滞納整理サイクルについて 

 受注者は、滞納整理サイクルの見直しを必要に応じて行い、見直しが必要な場合

は、発注者の承認を得た上で滞納整理サイクルの再構築を図るものとする。滞納整

理サイクルの見直しについては、担当者１人を選任し、円滑な履行に努めるものと
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する。 

 なお、担当者については水準書第１２条（１）に定めた担当者との兼任も可とす

る。 

 

 

７ 漏水減免取扱業務 

 

１ 水道料金減免申請 

（１）水道料金減免申請は、渋川市水道料金減免取扱規程（令和２年上下水道事業

訓令第２号）により申請を受け付けた後、発注者へ報告するものとする。 

（２）受付を発注者が承諾後に、「水道料金の減免について（伺い）」と「水道料

金減免決定通知書」を作成し、減免の承諾を発注者から得るものとする。 

  なお、下水道使用料が該当する可能性がある場合については、水道料金の減免

申請と同様に、発注者が指定する様式にて手続き書類を作成し、減免の承諾を発

注者から得るものとする。 

（３）減免の承諾後に、地区別の「水道料金還付者一覧表（漏水）」に、受付日、

お客様番号、使用者氏名、該当調定月、漏水分を含む使用水量、上下水道料金、

口座割引額と、漏水分を含まない認定使用水量、認定上下水道料金、認定時の口

座割引額と、減免した上下水道料金を入力するものとし、処理内容と処理日、提

出業者名、減免の内容を記録するものとする。 

（４）「水道料金減免決定通知書」を申請者に送付後、指定日に漏水減免による使

用水量及び上下水道料金変更を行うものとし、この変更で生じた水量と金額の差

は、月間及び年間で管理するものとする。 

  管理方法は、各地区別に、更正前水量・更正後水量・差額等を月間・年間で記

録するものとする。 

  また、何月分が減免されたことで、何月に未収減又は収入減となったかが分か

るように、詳細に記録するものとする。 

（５）漏水減免による金額の変更では、口座振替の使用者においては、口座割引の

金額についても訂正が必要となるため、その計算及び管理には、細心の注意を払

わなければならない。 

（６）提出された水道料金減免申請で、渋川市水道料金減免取扱規程に該当しない

場合は、申請者へその旨を説明し、申請書を返還又は復元できない方法で破棄す

るものとする。 

  なお、これに該当した者は、「漏水減免申請（該当なし）」に記録するものと

する。 

（７）この水道料金減免申請に係わる内容は、水道料金調定システムの該当水栓情
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報内に入力するものとする。 

２ 罹災のあった水栓への対応業務 

（１）受注者は、発注者から火災等罹災のあった水栓の調査依頼を受けた場合は、

現地調査、罹災時に使用した水道料金の特別減免等について被災者へ説明するも

のとする。 

（２）上記（１）の場合において、特別減免が発生した場合、受注者は、発注者か

らの指示のもと、減免処理を行うものとする。 

 

 

８ 水道用及び下水道用の量水器交換補助業務 

 

１ 故障等による量水器交換 

 故障等による量水器異常を発見したときは、発注者に報告し、口径２０ｍｍ以下

における水道用の量水器（以下、量水器とする）及び下水道用の量水器（以下、下

水量水器とする）を交換するものとする。ただし、下水量水器の交換に伴い発生し

た破損等の修繕については、発注者の費用負担とする。 

２ 検定満期による量水器交換 

（１）受注者は、発注者が指定する月に、次年度検定満期交換対象となる量水器数

を集計し、発注者へ報告するものとする。 

（２）受注者は、発注者が指定する月に検定満期交換対象の最新水栓情報を水道料

金調定システムより抽出し、発注者へ報告するものとする。 

（３）受注者は、発注者が準備した検定満期交換の量水器を管理するものとする。

管理内容は、交換業者数に合わせた交換用量水器の仕分け、交換業者への量水

器引渡し、使用済み量水器の引取りとする。 

（４）受注者は、発注者が指定する交換業者と連絡調整を行い、定例検針を考慮し、

影響のない日程で行うものとする。 

（５）受注者は、検定満期交換に伴う、使用者からの問合せに対応する。 

（６）受注者は、使用済み量水器の指針と、交換業者から提出された交換報告書の

指針が合致しているか、全件照合するものとする。 

（７）受注者は、交換業者から量水器交換及び撤去業務委託の請求書を受領し、詳

細報告書を添付した上で発注者に提出するものとする。 

（８）受注者は、検定満期交換時に交換業者が交換できなかった場合、量水器の位

置情報を整備した上で発注者へ報告し、発注者の指示のもと、交換業者へ再度交

換を依頼する。 

（９）受注者は、再度依頼をしても交換ができなかった口径２０ｍｍ以下の量水器

について、交換が著しく困難なものや、破損のおそれがあるものについては、詳
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細な報告を行い、対応について協議の上決定するものとする。 

（１０）受注者は、検定満期の量水器交換及び撤去業務の完了後、速やかに完了報

告書を提出するものとする。 

（１１）下水量水器の検定満期交換については、発注者が行うものとする。 

（１２）受注者は、検定満期交換対象量水器のうち、交換業者が量水器の交換を行

う以前に使用者の変更があった水栓に対する量水器について、発注者への報告及

び交換業者との連絡調整を行った上で交換するものとする。 

３ 検定満期交換に伴う入力業務 

（１）受注者は、検針に係る全ての量水器及び下水量水器の交換時のデータを水道

料金調定システムへ入力するものとする。 

（２）入力は、翌月の定例検針に影響を与えないように完了させるものとする。 

（３）入力完了後は、交換時データと入力検証データを併せて保管しなければなら

ない。 

（４）入力後に発生した交換時の水量エラーについては、受注者が対応し、使用者

との調整を含め解消することとする。 

 

 

９ 給水関連業務 

 

１ 給水受付業務 

（１）給水受付業務は、来庁者に対する窓口対応及び電話対応で、次に掲げるもの

とする。 

 ア 給配水管台帳（マッピング）の案内 

 イ 宅内竣工図の案内 

 ウ 加入金、手数料等の収納 

 エ 所有者変更の受付 

 オ 流末立会いの予約受付 

カ 竣工検査の予約受付 

（２）給水装置工事許可申請の受付に関する事務 

（３）給水装置工事竣工届けの受付に関する事務 

（４）量水器交付（貸与）の受付に関する事務 

（５）上記（１）、（２）、（３）に掲げる業務で専門的かつ複合的な判断を要す

る場合は、発注者へ相談し業務を引き継ぐものとする。 

２ 各種申請書類の保管事務 

（１）給水装置工事に関する申請書類は、地区別、水栓番号順に保管するものとす

る。 
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（２）給水装置工事に関する申請書類で、地区別、水栓番号順に保管されていない

書類を発見した場合は、適宜受注者にて地区別、水栓番号順に整理し、保管する

ものとする。 

３ 加入金及び工事手数料等の受付及び入金管理業務 

（１）加入金及び工事手数料等の受付に関する事務に加え、業務に附随する仮調定

票の作成、収納の集計、振込手数料の集計等、収納に関する全般の作成事務も行

うものとする。 

（２）金融機関の窓口で入金された加入金及び工事手数料等について、金融機関か

ら市の口座へ振り込まれる収納金の管理を行うものとする。なお、入金状況を随

時把握し、その後の工事手順に遅延が起きないよう努めなければならない。 

４ 指定給水装置工事事業者に係る受付等業務 

（１）来庁者に対する窓口対応及び電話対応で、次に掲げるものとする。 

ア 新規指定申請の案内、一次審査、受付 

イ 変更申請の案内、一次審査、受付 

ウ 廃止申請の案内、一次審査、受付 

エ 休止申請の案内、一次審査、受付 

オ 再開申請の案内、一次審査、受付 

カ 更新申請の案内、一次審査、受付 

キ 更新事前手続きの受付 

（２）指定手数料、更新手数料、事業者証再交付手数料の収納 

（３）新規指定申請、変更申請、再開申請、更新申請に伴う事業者証の交付 

（４）申請期限後における更新未申請事業者への申請督促 

（５）申請期限後における更新事前手続き未手続事業者への手続き督促 

（６）上記（１）、（２）、（３）、（４）、（５）に掲げる業務で専門的かつ複

合的な判断を要する場合は、発注者へ相談し業務を引継ぐものとする。 

５ 指定手数料、更新手数料、事業者証再交付手数料の受付及び入金管理業務 

（１）指定手数料、更新手数料、事業者証再交付手数料の受付に関する事務に加え

、業務に附随する仮調定票の作成、収納の集計等、収納に関する全般の作成事務

も行うものとする。 

（２）金融機関の窓口で入金された指定手数料、更新手数料、事業者証再交付手数

料について、金融機関から市の口座へ振り込まれる収納金の管理を行うものとす

る。 

 なお、入金状況を随時把握し、その後の審査に遅延が起きないよう努めなければ

ならない。 

６ 給水工事に係る現場監理補助業務 

（１）給水装置工事竣工検査の補助 
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（２）水道管路工事現場における上下水道局職員の作業補助 

 

 

１０ 給水台帳整備業務 

 

１ 給水台帳の電子化 

（１）紙媒体で管理されている給水台帳を、スキャニングしてデータ化を行うもの

とし、対象となる給水台帳は、次に掲げるものとする。 

 ア 委託期間中に新設、増設、改造、修繕、撤去される水栓 

 イ 委託期間開始前に新設、増設、改造、修繕、撤去された水栓 

（２）上記（１）アについては、スキャニング後に給水管理台帳システムに情報を

反映させるものとする。反映させる情報は、水栓番号、所有者氏名、量水器の口

径とする。 

（３）電子化した給水台帳は、全てファイル名を記し、発注者の指示のもと、適切

に管理するものとする。 

 

第２章 下水道関連業務 

 

 

１ 受付業務 

 

１ 受付業務 

 電話及び窓口来庁者に対し、次の各号に掲げる業務全般を、渋川市下水道条例及

び渋川市下水道条例施行規程の規定に基づき対応すること。 

（１）入電対応 

（２）管網図等の調査対応 

  次に掲げる下水道布設状況等調査に対して、下水道台帳で対象地を検索し、調

査結果を回答するものとする。なお、関連する調査内容に対しても、聞き取りを

行い各担当へ案内する。 

 ア 下水道台帳管網図の調査対応 

 イ 下水道台帳宅内竣工図の調査対応 

 ウ 下水道台帳管網図、宅内竣工図写しの交付 

 エ 浄化槽補助対象地区の調査対応 

（３）排水設備申請関係受付業務 

  排水設備申請関係の受付業務は、来庁者に対する窓口対応及び電話対応で、次

に掲げるものとする。 
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 ア 排水設備（等）工事計画確認（承認）申請書の届出 

 イ 申請に基づく施工許可 

 ウ 排水設備（等）工事完成届出 

 エ 下水道等使用開始（休止・廃止・再開）届出 

 オ 検査日の調整 

 カ 上記ア、ウ、エに関する申請書の提出を管理し、一定期間が過ぎた申請につ

いては受注者より工事業者へ電話連絡等で状況を確認するものとする。 

キ 上記に掲げる業務で、専門的かつ複合的な判断を要する場合は、発注者へ相

談し業務を引き継ぐものとする。 

（４）排水設備工事計画確認通知の作成・交付事務 

（３）の受付業務で受理した届出の内容を渋川市排水設備等設計施工基準に基

づき確認するものとする。添付された図面等は、工事計画が施工の規定に適合し

ているか否かについて審査し、支障がないと認められたときは、申請書を受理し

、各担当係の決裁後に排水設備（等）工事計画確認（承認）通知書を返却するも

のとする。 

（５）下水量水器の設置申請に係る業務 

 使用者または事業者等から下水（減算・専用・加算）量水器の設置に関する届が

提出された場合、次の内容を確認するものとする。 

ア 下水道使用料（減算・専用・加算）メーター届 

イ 設置場所及び指針が明確となる写真 

※添付された写真で設置場所及び指針の確認が困難な場合、現地確認を行い検針

業務に支障のない状態とすること。 

２ 電算入力事務 

（１）排水設備指定工事店からの各届出を受理したときは、速やかに排水設備受付

台帳へ入力処理を行うものとする。 

（２）検査日の２日前までに、排水設備受付台帳から工事検査調書を出力し、内容

に誤りがないことを確認する。 

（３）（２）で出力した工事検査調書と排水設備（等）工事計画確認（承認）申請

書、検査済証、渋川市下水道等使用料金早見表（裏面：下水道の使用にあたって

のお願い）を検査対象件数分準備し、発注者へ提出するものとする。 

（４）検査終了後、排水設備受付台帳へ検査日、検査結果等変更箇所の入力処理を

行うものとする。 

（５）受注者は、必要事項を記載した前月検査実施分のデータを毎月初に抽出し、

発注者へ提出するものとする。 

（６）完成届・下水道等使用開始（休止・廃止・再開）届等を受理したときは、速

やかに水道料金調定システムに入力処理を行い入力月ごとに入力内容を発注者へ



29 

 

報告すること。併せて、下水道情報の入力を行い、検査月ごとの統計用電算入力

結果を発注者へ報告すること。 

（７）減算等にかかる量水器の届を受理した際も、前号と同様に水道料金調定シス

テムへ入力処理を行うこと。 

 

 

２ 排水設備工事監理業務 

 

１ 排水設備工事完成後の検査 

 排水設備（等）工事完成届出時に提出された施工図に基づき、現地で検査を行う

ものとする。その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合して

いると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備検査済

証を交付するものとする。また、下水量水器の設置があった場合は、設置場所の確

認を行うものとする。 

 

 

３ 収納業務 

１ 収納業務の内容 

（１）第二庁舎における窓口収納 

ア 排水設備指定工事店指定手数料 

イ 排水設備指定工事店証再交付手数料 

ウ 受益者負担金 

エ その他、コピー代等 

（２）収納した手数料等の納入 

ア 収納した手数料等は、翌日までに出納取扱金融機関へ納入しなければならな

い。ただし、収納日が金融機関の休業日の前日の場合は、その日以後において

、最も近い金融機関の営業日までに納入するものとする。 

イ 納入に際しては「預金入金票」を作成し、普通口座へ納入するものとする。 

ウ 収納した手数料等は、「調定依頼表」により、速やかに発注者へ報告するも

のとする。 

 

 

４ 公共下水道排水設備指定工事店に係る受付等業務 

 

１ 公共下水道排水設備指定工事店に係る受付等業務 

（１）来庁者に対する窓口対応及び電話対応で、次に掲げるものとする。 
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ア 新規指定申請の案内、一次審査、受付 

イ 変更申請の案内、一次審査、受付 

ウ 辞退申請の案内、一次審査、受付 

エ 廃止申請の案内、一次審査、受付 

オ 休止申請の案内、一次審査、受付 

カ 再開申請の案内、一次審査、受付 

（２）指定手数料、工事店証再交付手数料の収納 

（３）新規指定申請、変更申請、再開申請に伴う事業者証の交付 

（４）上記（１）、（２）、（３）に掲げる業務で専門的かつ複合的な判断を要す

る場合は、発注者へ相談し業務を引継ぐものとする。 

２ 指定手数料、工事店証再交付手数料の受付及び入金管理業務 

（１）指定手数料、工事店証再交付手数料の受付に関する事務に加え、業務に附随

する仮調定票の作成、収納の集計等、収納に関する全般の作成事務も行うものと

する。 

（２）金融機関の窓口で入金された指定手数料、工事店証再交付手数料について、

金融機関から市の口座へ振り込まれる収納金の管理を行うものとする。 

  なお、入金状況を随時把握し、その後の審査に遅延が起きないよう努めなけれ

ばならない。 

 

 

５ 水洗便所改造資金申請に係る受付等業務 

 

（１）使用者または、排水設備指定工事店に対する窓口及び電話対応で、次に掲げ

るものとする。 

ア 新規改造資金借入申込の案内、一次審査、受付 

イ 改造資金償還条件変更の案内、一次審査、受付 

ウ 改造資金借受人住所変更の案内、一次審査、受付 

（２）上記（１）に掲げる業務で専門的かつ複合的な判断を要する場合は、発注者

へ相談し業務を引継ぐものとする。 

 

６ 水洗化戸別訪問 

 

 接続率向上のため、受注者は、発注者が抽出した供用開始後３年が経過した対象

者一覧をもとに訪問を行い、接続に関して案内するものとする。（年間約８００件

） 
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７ 受益者負担金業務 

 

（１）納入通知書等の封入･発送 

（２）返戻された納入通知書等の調査 

（３）受益者負担金等の収納業務 

（４）その他、賦課処理補助業務 

（５）申告書等の案内・一次審査・受付 

但し、年度当初の新規賦課業務は除く。 

（６）督促状の封入・発送 

（７）催告状の封入・発送 

（８）納付相談業務及び滞納者宅への訪問による自主的納付の呼びかけ（収納業務

含む） 

 

 

 

８ その他付随する業務 

 

１ 農業用水 

（１）金井大野農業用水について、次に掲げる資料を作成し、発注者の承認後、農

業用水使用料の徴収を行うものとする。 

 ア 月別農業用水使用料口座振替納入通知書（金融機関控） 

 イ 月別農業用水使用料振替済通知書 

 ウ 月別金井大野農業用水管理表 

 エ 月別農業用水使用料金領収書（口座用） 

 オ 月別農業用水使用料金収納済通知書（現金用） 

（２）金井大野農業用水の使用者については、年６回の検針による農業用水使用料

の徴収を行うものとする。検針業務については、発注者が別途行うものとする。 

（３）取扱金融機関への振替依頼や引落状況等の確認は、上記（１）に掲げる資料

で行うものとする。 

（４）現金支払者については、事前に「金井大野農業用水使用料金預り証」を取り

交わし、口座支払者と同様に入金の処理を行うものとする。 

（５）「金井大野農業用水使用料一覧」により、年度統計を発注者へ提出するもの

とする。 

２ 業務報告書の提出 

（１）日計・月計表の資料及び報告書を作成し、発注者の指示により提出しなけれ
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ばならない。 

  なお、資料の内容等は、別途協議の上、決定するものとする。 

（２）業務の報告として、毎月１５日までに、次に掲げる資料を、前年同月比較が

行える様式にして提出しなければならない。 

 ア 月別漏水件数 

 イ 月別重複件数 

 ウ 異動処理件数集計表 

 エ 月別電話・窓口対応表 

 オ 口径別加入金件数 

 カ 給水停止実施状況 

 キ 行政センター窓口納付書取扱い件数 

 ク 行政センター申請書取扱い件数 

 ケ 金融機関別口座振替集計表（支払区分比率一覧表） 

 コ コンビニ納付件数 

 サ 地区別未納件数一覧表 

 シ 地区別未納料金一覧表 

 ス 地区別未納状況一覧表（年度別） 

 セ 延長窓口業務実施結果報告 

（３）口座振替依頼の報告として、「口座依頼集計表（銀行別）」と「口座依頼集

計表（支店別）」の集計表を提出しなければならない。 

（４）月毎の業務完了報告書を提出しなければならない。 

（５）苦情・相談等を受けた場合には、個別の報告書を作ることを基本とするが、

簡易な案件については、受付簿に記載し、月毎に取りまとめ他の書類に併せて提

出すること。その際、内容別の集計表を作ること。 

（６）受注者は、次に掲げる統計資料を作成し、提出するものとする。 

 ア 栓種別年間統計表 

 イ 口径別年間統計表 

 ウ 水量区分別年間統計表 

 エ 用途別年間統計表 

 オ 大口使用者年間一覧 

 カ 口座割引年間集計表 

 キ 収納入力年間確認表 

 ク 水道料金受入一覧 

 ケ 下水処理区分年間統計（下水統計表） 

 コ 下水用途別年間統計表 

 サ 入金区分別収納年間表（収納入力確認表（下水）事業） 
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別紙１ 

 ＜料金等算定関係作成資料一覧＞ 

№ 資 料 名 備  考 

１  納付書発行一覧表  

２  請求済該当者一覧表  

３  下水統計表  

４  栓種別統計表  会計データ情報を記したもの 

５  口径別統計表  

６  水量区分別統計表  

７  上水用途別統計表  

８  下水用途別統計表  

９  大口使用者リスト（上水）  使用理由を記したもの 

１０  大口使用者リスト（下水）  

１１  排水量区分別統計表  

１２  会計連携リスト  

１３  水道・下水道料金等調定一覧表  

１４  調定情報一覧表  

１５  調定増減一覧表  

１６  上水調定消費税計算書  

１７  上水調定消費税明細書  消費税率別 

１８  下水調定消費税計算書  

１９  下水調定消費税明細書  消費税率別 
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別紙２ 

 ＜滞納整理関係作成資料一覧＞ 

   

№ 資 料 名 備  考 

１  未納件数集計表   

２  未納集計表（上水）  

３  未納集計表（下水）  

４  未納集計表（下水事業）  

５ 

 

 滞納者一覧表 

 

 滞納者一覧表報告、滞納一覧 

 集計表 

６ 

 

 未納者一覧表 

 

 未納者一覧表報告、未納一覧 

 集計表 

７  未納者一覧表  調定年月順 

８  下水未納者一覧表  検針順路 

９  下水未納者一覧表  調定年月順 

１０  収納消費税計算書  

１１  上水収納消費税計算書  

１２  下水収納消費税計算書  

１３  上水収納消費税明細書  

１４  下水収納消費税明細書  

１５  上水調定更正消費税明細書  対象者別 

１６  上水調定更正消費税明細書  消費税率別 

１７  下水調定更正消費税明細書  対象者別 

１８  下水調定更正消費税明細書  消費税率別 

１９  下水区分別収納消費税明細書  消費税率別 

２０  会計連携リスト  

２１  還付一覧表  

２２  還付対象者一覧表  

２３  収入簿（上水）（処理日前月全日分）  

２４  収入簿（上水）（処理日当月分）  

２５  収入簿（下水）（処理日前月全日分）  

２６  収入簿（下水）（処理日当月分）  

２７  収入簿（下水事業）(処理日前月全日分）  

２８  収入簿（下水事業）（処理日当月分）  

２９  収納入力年間確認表（上水）  
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№ 資 料 名 備  考 

３０ 

 

 収納入力確認表（上水） 

（処理日前月全日分） 

 

 

３１ 

 

 収納入力確認表（上水） 

（処理日当月分） 

 

 

３２ 

 

 収納入力確認表（下水） 

（処理日前月全日分） 

 

 

３３  収納入力確認表（下水） 

        （処理日当月分） 

 

３４  収納入力確認表（下水事業） 

        （処理日前月前日分） 

 

３５ 収納入力確認表（下水事業） 

        （処理日当日分） 

 

３６  調定増減一覧表  

３７  調定増減集計表  

３８  下水消込集計表（口座）  

３９  下水消込集計表（合計）  

４０  水道料金受入一覧  

４１  口座割引年間集計表  

 

 ※No.１５・１６・１７・１８・１９・２１・２２・２４・２６・２８については、

月次のほか年度末に当該年度分を作成すること。 

 



別表１（水準書第１６条関係） 

 

＜年間基準業務量＞ 

 

 １ 窓口対応件数 

 （１）開始、中止受付等               約２，０００件 

 （２）料金等収納                  約３，５００件 

 （３）取次ぎ                    約２，２００件 

 （４）給水業務受付等                約３，５００件 

 （５）その他                    約４，６００件 

 ２ 電話受付件数 

 （１）開始、中止受付等（ＦＡＸ内容確認含む）    約４，９００件 

 （２）料金等収納                  約２，８００件 

 （３）取次ぎ                    約１，０００件 

 （４）その他                    約３，２００件 

 ３ 開始件数                    約３，１００件 

 ４ 休止件数                    約３，４００件 

 ５ 定例検針件数 

 （１）検針員                  約２２１，１００件 

 （２）社員                     約３，９００件 

 ６ 下水道加算減算メータ検針件数          約２，３００件 

 ７ 現地調査件数（訪問）              約７，５００件 

 ８ 検針票の郵送枚数                約４，９００件 

 ９ 調定金額（令和４年度） 

 （１）上水道             １，７０７，８３４，１７１円 

 （２）下水道               ７０９，９６９，３０３円 

１０ 調定件数（令和４年度） 

 （１）上水道                   ２００，３９０件 

 （２）下水道                   １１８，５４０件 

１１ 各種帳票発行枚数 

 （１）納入通知書                 約３７，０００枚 

 （２）督促状                   約１１，５００枚 

 （３）口座振替不能通知               約３，２００枚 

 （４）未納通知書                  約５，２００枚 

１２ 集金訪問件数                  約８，８００件 

１３ 滞納整理訪問件数               約１０，３００件 



１４ 停水訪問件数                    約６５０件 

１５ 停水執行件数                    約３００件 

１６ 漏水減免受付件数                  約４５０件 

１７ 重複納入件数                    約２００件 

１８ 量水器交換件数                 約４，７００件 

１９ 量水器交換入力件数               約４，８５０件 

２０ 下水道用の量水器交換入力件数（５年間総数）     約２７０件 

２１ 時間外対応件数                   約３５０件 

２２ 給水台帳の電子化                約９，０００栓 

 

 

＜月次業務スケジュール＞ 

 

 １ 検針期間     ：１～２５日 

 ２ 調定確定     ：口座振替日 

 ３ 口座振替データ作成：調定確定翌日に作成、作成翌日に金融機関へ伝送 

             ※データ伝送日程は、「水道料金等口座振替用データ 

              受渡日程表」による 

 ４ 納付書発行    ：調定確定翌日 

 ５ 口座振替日    ：翌月２０日 

 ６ 納入期限     ：翌月最終営業日 

 ７ 督促状等発送日  ：翌月第５営業日又は６営業日 

             （督促状、未納通知書、停水予告通知書） 

 ８ 停水執行日    ：第１・最終の火曜日 



別表２（水準書第１９条関係） 

 

＜経費の負担区分＞ 

 

発注者が負担（用意）するもの 

区  分 内     容 

事務所使用料 上下水道局執務室内に設置する事務所の使用料 

光熱水費 第二庁舎内での電気料、水道料金等 

通信費 上下水道局内に設置してある電話、ファックス代 

郵送料 納入通知書等の郵送料 

印刷製本費 専用用紙の費用、検針票ロール紙費用、コピー代 

消耗品 プリンタトナー、印刷用紙、蛍光灯 

事務用備品 

 

 

机、イス、キャビネット、停水キャップ、止水プラグ、

レジスター、検針時に使用するＨＨＴ一式、外勤用タ

ブレット 

※必要数は、発注者と受注者で協議して決定する。 

工務窓口業務用備品 スキャナー、記録用媒体等 

業務用車両駐車場 駐車場９台分 

収納手数料 料金等の口座振替手数料・コンビニ収納手数料等 

 

受注者が負担するもの 

区  分 内     容 

事務用消耗品 文房具等（記録用メディアを含む） 

事務用備品 

 

 

水道料金調定システム、水道情報管理業務システム、

下水道受益者負担金システム（e-SUITE）及び下水道台

帳システムのハードウェア以外で必要とするパソコン

等のＯＡ機器、電源タップ・延長コード、デジタルカ

メラ 

業務用車両 業務用車両及びその維持管理費、燃料代 

通信費 携帯電話及びその使用料、ＰＣ通信費（業務報告用） 

被服費 従事者の作業着等 

通勤車両の駐車場 通勤車両の駐車場及び駐車料金 

 ＊上記に記載ないものなどについては、双方協議の上決定する。 

 ＊公用車について、渋川市は、山間地や市街地等の狭い場所が多いため、四輪駆 

動の軽自動車が主要車両である。 



＊積雪寒冷地のため、冬期は、スタッドレスタイヤを全車両に装着する。 


